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令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部 

 
 

 

 
 

を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

告 
 

示 

○ 

平
成
九
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

規

則 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
三
号 

 
 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

昭
和
四
十
二
年

千
葉
県
規
則
第
八
十
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
一
第
二
号
の
５
中

皮
膚
か
い
よ
う

を

皮
膚
潰
瘍

に
改
め

同
表
第
三
号
の
３
中

さ

く
岩
機

を

削
岩
機

に
改
め

同
表
第
四
号
の
３
中

う
る
し

を

漆

に
改
め

同
表
第
七
号

の
１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
中

尿
路
系
し
ゆ
よ
う

を

尿
路
系
腫
瘍

に
改
め

同
号
の
８
中

中
皮

し
ゆ

を

中
皮
腫

に
改
め

同
号
の 

中

肝
血
管
肉
し
ゆ

を

肝
血
管
肉
腫

に
改
め

同
号

の 

中

 

を

 

に
改
め

同
号
中 

を 

と
し

 

を 

と
し

同
号
の 

中

骨
肉
し
ゆ

甲
状
せ
ん
が
ん

多
発
性
骨
髄
し
ゆ
又
は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
し
ゆ

を

骨
肉
腫

甲
状
腺
が
ん

多

発
性
骨
髄
腫
又
は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫

に
改
め

同
号
中 

を 

と
し

 

を 

と
し

 

を 

と

し

 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

 
 

三
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
四―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ

ニ
ル
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事

し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍 

 
 

 
 

オ
ル
ト―

ト
ル
イ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ぼ
う
こ
う
が
ん 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

以

下

改
正
後
の
規
則

と
い
う

別
表
第
一
第
七
号
の 

の
規
定
は

令
和
五
年
一
月
十
八
日
以
後

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
に
つ
い
て
適
用
し

同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償

に
つ
い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

３ 

改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
第
七
号
の 

の
規
定
は

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
以
後
に
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
補
償
に
つ
い
て
適
用
し

同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
に
つ
い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

  

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
四
号 

 
 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則

昭
和
二
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

別
表
第
一
１
の
一
の
ハ
中

三
百
三
十
円

を

三
百
四
十
円

に
改
め

同
表
１
の
二
の
イ
の 

中

六
百
二
十
八
万
五
千
円

を

六
百
七
十
七
万
五
千
円

に
改
め

同
表
２
の
一
の
ハ
中

千
百
八
十

円

を

千
二
百
三
十
円

に
改
め

同
表
３
の
三
の
イ
の
表
夏
季
の
項
及
び
冬
季
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る

 

夏
季 

一
万
九
千

二
百
円 

二
万
四
千

六
百
円 

三
万
六
千

五
百
円 

四
万
三
千

六
百
円 

五
万
五
千

二
百
円 

八
千
円 

冬
季 

三
万
千
八

百
円 

四
万
千
百

円 

五
万
七
千

二
百
円 

六
万
六
千

九
百
円 

八
万
四
千

三
百
円 

一
万
千
六

百
円 

 

別
表
第
一
３
の
三
の
ロ
の
表
夏
季
の
項
及
び
冬
季
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

夏
季 

六
千
三
百

円 

八
千
四
百

円 

一
万
二
千

六
百
円 

一
万
五
千

四
百
円 

一
万
九
千

四
百
円 

二
千
七
百

円 
冬
季 

一
万
百
円 

一
万
三
千

二
百
円 

一
万
八
千

八
百
円 

二
万
二
千

三
百
円 

二
万
八
千

百
円 

三
千
七
百

円 

 

別
表
第
一
６
の
一
及
び
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

一 

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理 

 
 

 

イ 

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は

災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊

半

焼
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け

雨
水
の
浸
入
等
を
放
置
す
れ
ば
住
家
の
被
害

が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

5

日 

号 
 

外 

  

15 
  

14 
 

 

10 
 

 

16 
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16 
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13 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
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12 
 

 

11 
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(ロ) 

 

11 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第８９号 令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 
 

 
 

ロ 

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す

る
た
め
の
緊
急
の
修
理
が
必
要
な
部
分
に
対
し

合
成
樹
脂
シ

ト

ロ

プ

土
の
う
等
を

用
い
て
行
う
も
の
と
し

そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は

一
世
帯
当
た
り
五
万
円

以
内
と
す
る

 

 
 

 

ハ 
住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は

災
害
発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
完
了
す
る
も
の
と
す
る

 

 
 

二 

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理 

 
 

 

イ 

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は

災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊

半
焼
若
し

く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け

自
ら
の
資
力
で
は
応
急
修
理
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
又
は
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
住
家

が
半
壊
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る

 

 
 

 

ロ 

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は

居
室

炊
事
場

便
所
等
日
常
生
活
に

必
要
最
小
限
度
の
部
分
に
対
し

現
物
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
し

そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出

で
き
る
費
用
は

一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る

 

 
 

 
 

 
 

 

に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯 

七
十
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯 

三
十
四
万
三
千
円 

 
 

 

ハ 

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は

災
害
発
生
の
日
か
ら
三
月
以
内

災
害

対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部

同
法
第
二
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊

急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は

六
月
以
内

に
完
了
す
る
も
の
と
す

る

 

 

別
表
第
一
６
の
三
を
削
り

同
表
８
の
三
の
ロ
の 

中

四
千
七
百
円

を

四
千
八
百
円

に
改

め

同
表
８
の
三
の
ロ
の 

中

五
千
円

を

五
千
百
円

に
改
め

同
表
８
の
三
の
ロ
の 

中

五

千
五
百
円

を

五
千
六
百
円

に
改
め

同
表
９
の
三
中

二
十
一
万
三
千
八
百
円

を

二
十
一
万

九
千
百
円

に

十
七
万
九
百
円

を

十
七
万
五
千
二
百
円

に
改
め

同
表 

の
二
の
ニ
の 

中

五
千
四
百
円

を

五
千
五
百
円

に
改
め

同
表 

の
二
中

十
三
万
八
千
三
百
円

を

十
三
万

八
千
七
百
円

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
し

改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は

令
和
五
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る

 

  

旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
五
号 

 
 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

旅
館
業
法
施
行
細
則

昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

 

 
 

第
八
条
を
第
九
条
と
し

第
七
条
を
第
八
条
と
す
る

 

 
 

第
六
条
中

別
記
第
五
号
様
式

を

別
記
第
六
号
様
式

に

別
記
第
六
号
様
式

を

別
記

第
七
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
七
条
と
す
る

 

 
 

第
五
条
中

別
記
第
四
号
様
式

を

別
記
第
五
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
六
条
と
す
る

 

 
 

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り

同
条
中

別
記
第
二
号
様
式

を

別
記
第
三
号
様
式

に

別
記
第
三
号
様
式

を

別
記
第
四
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
五
条
と
し

第
三
条
の
次
に
次

の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る

 

 
 

承
認
の
申
請

 

 

第
四
条 

規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
申
請
書
は

旅
館
業
営
業
承
継
承
認
申
請
書

譲
渡

別

記
第
二
号
様
式

と
す
る

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改

め
る

 

 
 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る

 
 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
三
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
四
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
二
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
三
号
様
式
と
し

別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る

 

        

 

(ロ) 

 

(ロ) 

 

10 
 

 

(ロ) 

 

11 
 

 

（イ ）  

（ロ） 

 

（イ ） 

 

（ハ） 

 
第

六
条

 
 

第
七

条
 

 

 
第

六
条

 
 

 
第

七
条

 
 

 
第

五
条

 
 

第
六

条
 

 
第

３
条

の
３

第
１

項
 

 

 
第

３
条

の
４

第
１

項
 

 

 
第

四
条

 
第

五
条

 
 

第
３

条
の

２
第

１
項

 
 

 
第

３
条

の
３

第
１

項
 

 

 
第

四
条

 
 

第
五

条
 

 
 

第
３

条
の

２
第

１
項

 
 

 
第

３
条

の
３

第
１

項
 

 

６
 

申
請

者
等

が
旅

館
業

法
第

３
条

第
２

項
各

号
に

該
当

す
る

こ
と

の
有

無
及

び
そ

の
内

容
 

７
 

旅
館

業
法

施
行

規
則

第
１

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

つ
て

 

は
、

こ
の

申
請

に
係

る
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
旨

 
 

 
６

 
申

請
者

等
が

旅
館

業
法

第
３

条
第

２
項

各
号

に
該

当
す

る
こ

と
の

有
無

及
び

そ
の

内
容

 



  

三 

令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８９号 

旅
 館

 業
 営

 
業
 
承
 継

 承
 認

 申
 請

 書
（
譲

渡
）

 

 

年
 
 
月

 
 

日
 
 

 
 

 
千

葉
県
知

事
 
 
 
 

 
 
 
 
 

様
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
譲
受

人
 

 
 
住

所
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

氏
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

年
 
 
月

 
 
日

生
 
 

法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ

の
名

称
、
事

務
所
 

の
所
在
地

及
び
代
表
者

の
氏

名
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
譲

渡
人
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
住

所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

氏
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ

の
名
称

、
事
務
所
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
の
所

在
地
及
び

代
表
者

の
氏
名

 

 
営

業
者
の
地

位
の
承

継
に
つ
い
て
承
認
を
受
け

た
い

の
で
、

旅
館

業
法
第

３
条

の
２
第
１

項
の
規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類
を

添
え
て

次
の
と
お

り
申
請

し
ま

す
。

 

１
 
譲
渡

予
定

年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月

 
 

日
 

２
 
営
業

施
設

の
名
称

 

３
 
営
業

施
設

の
所
在

地
 

４
 
許
可

年
月

日
及
び

許
可
番

号
 
 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日
 

 
第
 
 

号
 

５
 
譲
受

人
が

法
人
の

場
合
に

あ
つ
て
は

、
当
該

法
人

又
は
そ

の
役

員
（
予
定

者
）
が
旅

館
業
法
第
３

条
第

２
項
各

号
に

該
当
す

る
こ

と
の
有

無
及
び

そ
の
内
容
 

添
付

書
類
 

 
１

 
旅

館
業

の
譲
渡

を
証
す

る
書
類
 

２
 
譲

受
人

が
法

人
の
場

合
に
あ

つ
て

は
、
定

款
又
は
寄
附

行
為
の
写
し
 

 
 

３
 
譲

受
人

が
法

人
の
場

合
に
あ

つ
て

は
、
そ
の
役

員
（

予
定
者

）
の
名

簿
 

 
４

 
付

近
見

取
図

（
営

業
施

設
の

位
置

並
び

に
当

該
施

設
の

所
在

地
を

中
心

と
し

た
半

径
１

０
０

メ
ー

ト
ル

の
区
域

内
に

お
け
る
法
第

３
条
第

３
項

各
号
に

掲
げ

る
諸
施

設
の
位

置
及

び
名

称
を
記

入
し

た
縮

尺
２
,５

０
０
分
の
１

の
も
の

）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

理
容
師
法
施
行
細
則

昭
和
五
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

 

 
 

第
五
条
第
三
項
中

別
記
第
七
号
様
式

を

別
記
第
八
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第
四
項

と
し

同
条
第
二
項
中

別
記
第
六
号
様
式

を

別
記
第
七
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三

項
と
し

同
条
第
一
項
中

別
記
第
五
号
様
式

を

別
記
第
六
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第

二
項
と
し

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 
 

 

施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
よ
る
理
容
所
の
開
設
者
の
地
位
の
承
継

の
届
出
書
は

理
容
所
開
設
者
承
継
届
出
書

譲
渡

別
記
第
五
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す

る

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る

 

 
 

別
記
第
七
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
八
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
七
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
六
号

様
式
と
し

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

 

        

 
 

第
二

号
様

式
（

第
四

条
）

 

８
 

開
設

し
よ

う
と

す
る

理
容

所
と

同
一

の
場

所
で

美
容

師
法

第
１

１
条

第
１

項
の

届
出

が
さ

 

 
れ

て
い

る
場

合
（

７
の

場
合

を
除

き
、

当
該

届
出

を
当

該
理

容
所

の
開

設
の

届
出

と
同

時
に

 

 
行

う
場

合
を

含
む

。
）

は
、

当
該

美
容

所
の

開
設

予
定

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

第
五

条
第

三
項

 
  

 
第

五
条

第
四

項
 

 
第

五
条

第
二

項
 

  
 

第
五

条
第

三
項

 

第
五

条
第

一
項

 
 

第
五

条
第

二
項

 
 

８
 

開
設

し
よ

う
と

す
る

理
容

所
と

同
一

の
場

所
で

美
容

師
法

（
昭

和
３

２
年

法
律

第
１

６
３

 

 
号

）
第

１
１

条
第

１
項

の
届

出
が

さ
れ

て
い

る
場

合
（

７
の

場
合

を
除

き
、

当
該

届
出

を
当

 

 
該

理
容

所
の

開
設

の
届

出
と

同
時

に
行

う
場

合
を

含
む

。
）

は
、

当
該

美
容

所
の

開
設

予
定

 

 
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

９
 

理
容

師
法

施
行

規
則

第
１

９
条

第
１

項
た

だ
し

書
、

第
２

項
た

だ
し

書
又

は
第

３
項

た
だ

 

 
し

書
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
こ

の
届

出
に

係
る

営
業

を
譲

り
受

け
た

 

 
こ

と
を

証
す

る
旨

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（

昭
和

４
２

年
法

律
第

８
１

号
）

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第８９号 令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 

理
 
容
 所

 開
 
設
 
者
 
承
 継

 
届
 
出
 
書
（
譲
渡
）
 

 

年
 

 
月
 
 
日
 
 

  
 
 
千
葉
県

知
事
 
 
 
 
 

様
 

住
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 
 

法
人
に
あ

つ
て
は
、

そ
の
名
称
、
主
た

る
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事

務
所
の
所
在
地
及

び
代
表
者
の
氏
名
 

  
 
開
設
者
の

地
位
を
承
継
し
た

の
で
、
理
容
師
法
１
１
条

の
３
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
、
関
係

書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り

届
け
出
ま

す
。
 

 
１
 
営
業
を

譲
渡
し
た
者
の
住

所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
 

  
２
 
営
業
を

譲
渡
し
た
者
の
氏

名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
名
称
及
び
代

表
者
の
氏
名
）
 

  
３
 
譲
渡
の

年
月
日
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
４
 
理
容
所

の
名
称
 

 
５
 
理
容
所

の
所
在
地
 

 
６
 
確
認
年

月
日
及
び
確
認
番

号
 
 
 
 
年
 
 
月
 

 
日
 
 
第
 
 

号
 

 
添
付
書
類
 

 
 
１
 
営
業

の
譲
渡
が
行
わ
れ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
 

 
 
２
 
届
出

者
が
外
国
人
で
あ

る
場
合
は
、
住
民
票
の
写

し
（
住
民
基
本
台

帳
法
第
３
０
条
の

４
５
に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載

し
た
も
の
に
限
る

。）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 

        
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
条 

美
容
師
法
施
行
細
則

昭
和
五
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

 
 

 
 

 
 

第
五
条
第
三
項
中

別
記
第
七
号
様
式

を

別
記
第
八
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第
四
項

と
し

同
条
第
二
項
中

別
記
第
六
号
様
式

を

別
記
第
七
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三

項
と
し

同
条
第
一
項
中

別
記
第
五
号
様
式

を

別
記
第
六
号
様
式

に
改
め

同
項
を
同
条
第

二
項
と
し

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 
 

 

施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
よ
る
美
容
所
の
開
設
者
の
地
位
の
承
継

の
届
出
書
は

美
容
所
開
設
者
承
継
届
出
書

譲
渡

別
記
第
五
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す

る

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る

 

 
 

別
記
第
七
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
八
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
七
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
六
号

様
式
と
し

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

 

          

 
 

第
五

号
様

式
（

第
五

条
第

一
項

）
 

９
 

美
容

師
法

施
行

規
則

第
１

９
条

第
１

項
た

だ
し

書
、

第
２

項
た

だ
し

書
又

は
第

３
項

た

だ
し

書
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
こ

の
届

出
に

係
る

営
業

を
譲

り
受

け
た

こ
と

を
証

す
る

旨
 

 

８
 

開
設

し
よ

う
と

す
る

美
容

所
と

同
一

の
場

所
で

理
容

師
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
２

３

４
号

）
第

１
１

条
第

１
項

の
届

出
が

さ
れ

て
い

る
場

合
（

７
の

場
合

を
除

き
、

当
該

届
出

を
当

該
美

容
所

の
開

設
の

届
出

と
同

時
に

行
う

場
合

を
含

む
。

）
は

、
当

該
理

容
所

の
開

設
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

８
 

開
設

し
よ

う
と

す
る

美
容

所
と

同
一

の
場

所
で

理
容

師
法

第
１

１
条

第
１

項
の

届
出

が

さ
れ

て
い

る
場

合
（

７
の

場
合

を
除

き
、

当
該

届
出

を
当

該
美

容
所

の
開

設
の

届
出

と
同

時
に

行
う

場
合

を
含

む
。

）
は

、
当

該
理

容
所

の
開

設
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

に 
 

第
五

条
第

三
項

 
第

五
条

第
四

項
 

第
五

条
第

二
項

 
第

五
条

第
三

項
 

第
五

条
第

一
項

 
第

五
条

第
二

項
 

（
昭

和
４

２
年

法
律

第
８

１
号

）
 

 



  

五 

令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８９号 

美
 
容
 所

 開
 
設
 
者

 承
 継

 
届
 
出
 書

（
譲
渡

）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

 
 
 

様
 

 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
生
 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

名
称
、

主
た

る
 

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者
の

氏
名
 

  
 

開
設

者
の

地
位

を
承

継
し
た

の
で

、
美

容
師
法

第
１

２
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
関
係

書
類

を
添
え

て
次

の
と

お
り
届

け
出

ま
す
。
 

１
 
営

業
を

譲
渡

し
た
者

の
住

所
（
法
人

に
あ
つ

て
は

、
そ

の
名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

  
２

 
営

業
を

譲
渡

し
た

者
の
氏

名
（

法
人

に
あ
つ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

  
３

 
譲

渡
の

年
月

日
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

 

 
４

 
美

容
所

の
名

称
 

 
５

 
美

容
所

の
所

在
地

 

 
６

 
確

認
年

月
日

及
び

確
認
番

号
 

 
 

 
年
 

 
月

 
 

日
 

 
第

 
 

号
 

 
添

付
書

類
 

 
 

１
 

営
業

の
譲

渡
が

行
わ
れ

た
こ

と
を

証
す
る

書
類

 

２
 

届
出

者
が
外
国

人
で
あ

る
場

合
は

、
住
民

票
の
写
し

（
住

民
基
本
台

帳
法
第
３

０
条

の
４

５
に

規
定
す

る
国

籍
等
を

記
載

し
た

も
の
に

限
る

。）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             

ク
リ

ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
条 

ク
リ

ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

昭
和
五
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
六
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
条
第
三
項
中

第
二
条
の
四
第
一
項

を

第
二
条
の
五
第
一
項

に

別
記
第
四
号
様
式

の
四

を

別
記
第
四
号
様
式
の
五

に
改
め

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し

同
条
第
二
項
中

第
二  

条
の
三
第
一
項

を

第
二
条
の
四
第
一
項

に

別
記
第
四
号
様
式
の
三

を

別
記
第
四
号
様

式
の
四

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し

同
条
第
一
項
中

第
二
条
の
二
第
一
項

を

第
二

条
の
三
第
一
項

に

別
記
第
四
号
様
式
の
二

を

別
記
第
四
号
様
式
の
三

に
改
め

同
項
を

同
条
第
二
項
と
し

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 
 

 

施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
書

は

ク
リ

ニ
ン
グ
業
営
業
承
継
届
出
書

譲
渡

別
記
第
四
号
様
式
の
二

に
よ
る
も
の
と
す

る

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め
る

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め
る

 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
の
四
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第

四
号
様
式
の
五
と
す
る

 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
の
三
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第

四
号
様
式
の
四
と
す
る

 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第

四
号
様
式
の
三
と
し

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

 

       

第
五

号
様

式
（

第
五

条
第

一
項

）
 

 

を 

９
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

第
３

条
第

３
項

第
５

号
に

規
定

す
る

洗
濯

物
を

取
り

扱
わ

な
い

ク

リ
ー

ニ
ン

グ
所

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
 

 

に 

８
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

第
３

条
第

３
項

第
５

号
に

規
定

す
る

洗
濯

物
を

取
り

扱
わ

な
い

無
店

舗
取

次
店

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
 

９
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

施
行

規
則

第
１

条
の

３
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

こ
の

届
出

に
係

る
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
旨

 

 

を 

８
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

第
３

条
第

３
項

第
５

号
に

規
定

す
る

洗
濯

物
を

取
り

扱
わ

な
い

無
店

舗
取

次
店

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
 

 

に 

第
四

条
第

三
項

 
 

第
四

条
第

四
項

 
 

第
四

条
第

二
項

 
 

第
四

条
第

三
項

 
 

第
四

条
第

一
項

 
 

第
四

条
第

二
項

 
 

９
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

第
３

条
第

３
項

第
５

号
に

規
定

す
る

洗
濯

物
を

取
り

扱
わ

な
い

ク

リ
ー

ニ
ン

グ
所

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

旨
 

1
0
 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法

施
行

規
則

第
１

条
の

３
第

１
項

た
だ

し
書

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

こ
の

届
出

に
係

る
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
旨

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第８９号 令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 

ク
 リ

 ー
 ニ

 ン
 グ

 業
 営

 業
 
承
 継

 届
 出

 書
（

譲
渡

）
 

年
 

 
月
 
 

日
 

 

 
 

 
千
葉
県

知
事

 
 

 
 

 
様
 

住
 

所
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

氏
 

名
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
生

 
 

法
人

に
あ
つ
て

は
、

そ
の

名
称

、
主
た

る
 

事
務

所
の
所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏
名
 

 
営

業
者
の
地

位
を

承
継

し
た

の
で

、
ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
法
第

５
条

の
３

第
２

項
の
規
定

に
よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

届
け

出
ま
す

。
 

１
 

営
業
を
譲

渡
し

た
者

の
住

所
（

法
人
に

あ
つ

て
は

、
主
た

る
事

務
所

の
所

在
地
）
 

 ２
 

営
業
を
譲

渡
し

た
者

の
氏

名
（

法
人
に

あ
つ

て
は

、
そ
の

名
称

及
び

代
表

者
の
氏
名

）
 

 

３
 

譲
渡
の
年

月
日

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 

日
 

４
 

ク
リ
ー
ニ

ン
グ

所
又

は
無

店
舗

取
次
店

の
名

称
 

５
 

ク
リ
ー
ニ

ン
グ

所
の

所
在

地
又
は

無
店

舗
取

次
店

の
業

務
用
車

両
の

保
管

場
所
及
び

自
動
車

登
録

番
号

若
し

く
は

車
両

番
号
 

 
 

ク
リ
ー
ニ

ン
グ

所
の

所
在

地
 

 
 

車
両
の
保

管
場

所
 

 
 

自
動
車
登

録
番

号
又

は
車

両
番

号
 

６
 

ク
リ
ー
ニ

ン
グ

所
に

あ
つ

て
は

、
確
認

年
月

日
及

び
確
認

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
第
 

 
号
 

７
 

無
店
舗
取

次
店

に
あ

つ
て

は
、

届
出
年

月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

添
付

書
類
 

 
１

 
営
業
の

譲
渡

が
行

わ
れ

た
こ

と
を
証

す
る

書
類
 

２
 

営
業
者
の

地
位

を
承

継
し

た
者
が

他
に

ク
リ

ー
ニ

ン
グ
所

を
開

設
し

、
又

は
無
店
舗

取
次
店

を

営
ん

で
い

る
と

き
は

、
当

該
ク
リ

ー
ニ

ン
グ

所
又

は
無

店
舗

取
次
店

ご
と

の
次
に
掲

げ
る

書
類
 

 
(１

) 
ク
リ

ー
ニ

ン
グ

所
又

は
無
店

舗
取

次
店

の
名

称
 

 
(２

) 
ク
リ

ー
ニ

ン
グ

所
の

所
在
地

又
は

無
店

舗
取

次
店
の

業
務

用
車

両
の

保
管
場
所

及
び
自

動

車
登

録
番

号
若

し
く

は
車

両
番
号
 

 
(３

) 
従
事

者
数
 

 
(４

) 
従
事

者
中

に
ク

リ
ー

ニ
ン
グ

師
の

あ
る

場
合

は
、
そ

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

興
行
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

 

第
五
条 

興
行
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則

昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
三
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
同
項
第
四
号
を
削
る

 

 
 

第
六
条
中

別
記
第
五
号
様
式

を

別
記
第
六
号
様
式

に

別
記
第
六
号
様
式

を

別
記

第
七
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
七
条
と
す
る

 

 
 

第
五
条
第
一
項
中

第
二
条
の
二
第
三
項

を

第
二
条
の
二
第
四
項

に

別
記
第
四
号
様

式

を

別
記
第
五
号
様
式

に
改
め

同
条
第
二
項
中

第
二
条
の
二
第
三
項

を

第
二
条
の
二

第
四
項

に

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

を

届
出
者

に
改
め

同
条
を
第
六
条
と
す
る

 

 
 

第
四
条
第
一
項
中

第
二
条
の
二
第
二
項

を

第
二
条
の
二
第
三
項

に

別
記
第
三
号
様

式

を

別
記
第
四
号
様
式

に
改
め

同
条
第
二
項
中

第
二
条
の
二
第
二
項

を

第
二
条
の
二

第
三
項

に

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

を

届
出
者

に
改
め

同
条
を
第
五
条
と
す
る

 

 
 

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り

同
条
第
一
項
中

第
二
条
の
二
第
一
項

を

第
二
条
の
二
第
二

項

に

別
記
第
二
号
様
式

を

別
記
第
三
号
様
式

に
改
め

同
条
第
二
項
中

第
二
条
の
二 

 

第
一
項

を

第
二
条
の
二
第
二
項

に
改
め

同
条
を
第
四
条
と
し

第
二
条
の
次
に
次
の
見
出
し

及
び
一
条
を
加
え
る

 

 
 

承
継
の
届
出

 

 

第
三
条 

条
例
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は

興
行
場
営
業
承
継
届
出
書

譲
渡

 

 
 

別
記
第
二
号
様
式

と
す
る

 

 

２ 

条
例
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

 

 
 

一 

興
行
場
営
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 
 

二 

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は

登
記
事
項
証
明
書 

 
 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
五
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
四
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
二
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
三
号

様
式
と
し

別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

 

      

 
 

第
四

号
様

式
の

二
（

第
四

条
第

一
項

）
 

第
六

条
 

 
第

七
条

 
 

第
六

条
 

 
第

七
条

 
 

第
五

条
第

一
項

 
 

第
六

条
第

一
項

 
 

第
四

条
第

一
項

 
 

第
五

条
第

一
項

 
 

第
三

条
第

一
項

 
 

第
四

条
第

一
項

 
 



  

七 

令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８９号 
第

二
号
様

式
（

第
三
条
第

一
項

）
 

 

興
 

行
 

場
 
営
 

業
 

承
 

継
 
届
 

出
 
書

（
譲
渡
）

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

  
 
 
千

葉
県

知
事
 

 
 
 

 
様
 

 

氏
 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

住
 
所
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
法

人
に

あ
つ
て

は
、

そ
の

名
称

、
主
た

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

事
務
所
の
所

在
地
及
び

代
表
者
の

氏
名

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
営
業

者
の

地
位
を

承
継
し

た
の
で

、
興
行
場

法
第

２
条
の

２
第
２
項

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書
類

を

添
え

て
次
の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

１
 

興
行
場
営

業
を

譲
渡

し
た

者
の

氏
名
（

法
人
に
あ

つ
て

は
、
そ

の
名
称
及

び
代

表
者

の
氏
名
）

 

 
 
 

 
２
 
興

行
場

営
業
を

譲
渡
し

た
者
の

住
所
（
法

人
に

あ
つ
て

は
、
主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

）
 

 
 
 
 

 
３
 
譲

渡
の

年
月
日

 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 

日
 

 
４
 
興

行
場

の
名
称

 

 
５
 
興

行
場

の
所
在

地
 

 
６
 
許

可
年

月
日
及

び
許
可

番
号
 

 
 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 
第

 
 

号
 

添
付

書
類
 

 
１

 
興
行
場

営
業

の
譲

渡
が

行
わ

れ
た
こ

と
を
証
す

る
書

面
 

２
 

届
出

者
が
法
人

の
場

合
に

あ
つ
て
は

、
登
記

事
項
証
明

書
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 

第
六
条 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則

昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

 
 

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る

 

 
 

第
七
条
中

別
記
第
五
号
様
式

を

別
記
第
六
号
様
式

に

別
記
第
六
号
様
式

を

別
記

第
七
号
様
式

に
改
め
る

 

 
 

第
六
条
第
一
項
中

別
記
第
四
号
様
式

を

別
記
第
五
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
七
条
と
す

る

 

 
 

第
五
条
第
一
項
中

別
記
第
三
号
様
式

を

別
記
第
四
号
様
式

に
改
め

同
条
を
第
六
条
と
す

る

 

 
 

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り

同
条
中

別
記
第
二
号
様
式

を

別
記
第
三
号
様
式

に
改

め

同
条
を
第
五
条
と
し

第
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る

 

 
 

承
継
の
届
出

 

 

第
四
条 

施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
は

公
衆
浴
場
営
業
承
継
届
出
書

譲 

 
 

渡

別
記
第
二
号
様
式

と
す
る

 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は

届
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は

当
該
法
人
の
登
記

事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 
 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
四
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
五
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
四
号

様
式
と
す
る

 

 
 

別
記
第
二
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 

に
改
め

同
様
式
を
別
記
第
三
号
様
式
と
し

別

記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              

第
七

条
 

 
第

八
条

 
 

第
六

条
第

一
項

 
 

第
七

条
第

一
項

 
 

第
五

条
第

一
項

 
 

第
六

条
第

一
項

 
 

第
四

条
 

第
五

条
 

６
 

燃
料

の
種

類
 

７
 

公
衆

浴
場

法
施

行
規

則
第

１
条

た
だ

し
書

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

こ
の

申
請

に
係

る
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
旨

 

 
６

 
燃

料
の

種
類

 
  

第
七

条
 

 
第

八
条

 
 



 
 

 

八 

千 葉 県 報 号外第８９号 令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 

公
 
衆
 
浴
 
場
 
営
 
業
 承

 継
 届

 
出
 書

（
譲
渡
）
 

年
 
 
月

 
 
日
 
 

 
 
 
千

葉
県
知
事
 
 
 
 
 
様
 

住
 

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

生
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
法
人

に
あ

つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た

る
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
事
務
所
の
所

在
地

及
び
代
表

者
の

氏
名
 

 
 
営
業

者
の
地
位
を
承
継
し
た
の
で

、
公

衆
浴
場
法

第
２
条

の
２

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
関

係
書
類

を
添

え
て
次
の
と
お
り
届
け
出
ま

す
。
 

 
１
 
浴

場
業
を
譲
渡
し
た
者
の
住
所

（
法

人
に
あ
つ

て
は
、

主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

 
 
 
 
 

 
２
 
浴

場
業
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名

（
法

人
に
あ
つ

て
は
、

そ
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

  
３
 
譲

渡
の
年
月
日
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

 
４
 
公

衆
浴
場
の
名
称
 

 
５
 
公

衆
浴
場
の
所
在
地
 

 
６
 
許

可
年
月
日
及
び
許
可
番
号
 

 
 

 
年
 
 

月
 
 

日
 

 
第
 
 
号
 

 
添
付
書

類
 

 
 
１
 

浴
場
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た

こ
と

を
証
す
る

書
面
 

２
 
届
出

者
が
法
人
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
届
出

者
の

定
款
又

は
寄
附
行
為
の

写
し
及
び
登

記
事
項

証
明
書
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 

第
七
条 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則

昭
和
六
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

第
十
一
条
の
見
出
し
中

の
承
継

を

又
は
届
出
営
業
者
の
承
継

に
改
め

同
条
中

施
行
規

則

の
下
に

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項

を

第
七
十
条
第
一
項

の
下
に

こ
れ
ら
の
規

定
を
施
行
規
則
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

を
加
え
る

 

 
 

第
十
二
条
中

第
七
十
条
の
二

を

第
七
十
条
の
二
第
一
項

に
改
め
る

 

 
 

別
記
第
七
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

改
め
る

 

 
 

別
記
第
九
号
様
式
中

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 
 

第
二

号
様

式
（

第
四

条
）

 

添付書類
 

 
 

 

事業譲渡
 

  

 

施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
（
事
業

譲
渡
の
場
合
は
省
略
可
）

 
 
☐
 

（
飲
用
に
適

す
る
水
使
用
の
場
合
）
水
質
検
査
の
結
果
 
 
 
 
 
 

 
 
☐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
☐

 

 
☐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
☐

 

営
業

を
譲

り
受

け
た

こ
と

を
証

す
る

旨
 
 

 

を 

添付書類
 

 
 

 

 

施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
 

 
 
☐
 

（
飲
用
に
適

す
る
水
使
用
の
場
合
）
水
質
検
査
の
結
果
 
 
 
 
 
 
 

 
 
☐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
☐

 

 
☐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
☐

 

☐
 

 

に 

 
の

地
位

 
 

 
（

届
出

営
業

者
）

の
地

位
 

 
 

相
続

・
 

 
譲

渡
・

相
続

・
 

 

地位を承継する者の情報
 

郵
便
番
号
：
 

電
話

番
号

：
 

F
A
X
番

号
：

 

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

 
法

人
番

号
：

 

届
出

者
住

所
 

※
法

人
に

あ
つ

て
は

、
所

在
地
 

（
ふ

り
が

な
）

 
生

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
日

生
 

届
出

者
氏

名
 

※
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
 

被
相

続
人

と
の

続
柄

 

 
 

 

を 

☐
 

☐
 

☐
 

☐
 

☐
 



  

九 

令和 5 年 12 月 5 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８９号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め

 
 

 
 

 
 

の
次
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正

 

第
八
条 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

平
成
三
年
千
葉
県
規
則

第
三
十
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
り

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
規

則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号 

 

平
成
九
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
金
額

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中

十
七
万
千
六
百
五
十
円

を

十
七
万
二
千
五
百
五
十

円

に

七
万
五
千
二
百
九
十
円

を

七
万
七
千
八
百
九
十
円

に
改
め

同
表
随
時
介
護
を
要
す

る
状
態
の
項
中

八
万
五
千
七
百
八
十
円

を

八
万
六
千
二
百
八
十
円

に

三
万
七
千
六
百
円

を

三
万
八
千
九
百
円

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

改
正
後
の
規
定
は

令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し

同
日

前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

                 

地位を承継する者の情報
 

郵
便
番
号
：
 

電
話

番
号

：
 

F
A
X
番

号
：

 

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

 
法

人
番

号
：

 

届
出

者
住

所
 

※
法

人
に

あ
つ

て
は

、
所

在
地
 

（
ふ

り
が

な
）

 
生

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

生
 

届
出

者
氏

名
 

※
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
 

被
相

続
人

と
の

続
柄

 

 

営業を譲渡した者
 

郵
便

番
号

：
 

電
話

番
号

：
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